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労働者派遣制度 

 

ヒアリング事項に関する 一般社団法人 日本人材派遣協会 の見解 

 

 

 

 

<団体概要> 

名  称  ：一般社団法人 日本人材派遣協会 

設  立  ：1986 年 12 月 1 日 

所 在 地：東京都港区新橋 1-18-16 日本生命新橋ビル 2F 

 

会 員 数：764 社 (2020 年 1 月 1 日現在) 

役員構成：理事 17 名 / 監事 2 名  計 19 名 

会  長    水田 正道 (パーソルホールディングス株式会社 代表取締役社長 CEO) 

副会長    田﨑 博道 (株式会社東京海上日動キャリアサービス 代表取締役社長) 

副会長    阪本 耕治 (株式会社スタッフサービス・ホールディングス 代表取締役社長) 

 

参考） 

  □ 協会会員企業で就業する派遣社員のシェア：35.8％ 

会員企業：約 56 万人 / 派遣市場：約 156 万人 

(厚生労働省 ｢労働者派遣事業報告書の 2017 年 6 月 1 日現在の状況｣より) 

 

□ 協会会員企業の派遣事業売上高シェア：32.2％ 

会員企業：約 2.2 兆円 / 派遣市場：約 6.5 兆円 

(厚生労働省 「労働者派遣事業の 2017 年度事業報告の集計結果」より) 

 

□ 日本人材派遣協会のご案内 (別添) 
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(1) 日雇派遣の実態、課題及びニーズについて 

 

□ 基本的見解 

短期(日雇)就業に関する需給調整機能について、人材派遣サービスのみを一律的に規制する

ことには、強い違和感がある。就業者の雇用安定への影響、就業上の安全･衛生環境に配慮し

つつも、社会的ニーズ、特に就業希望者のニーズに対応可能な制度となるようにすることが肝要で

ある。 

 

短期(日雇)就業に関する需給調整機能について、人材派遣サービスを一律的に規制するに至

った経緯として、急激な経済の変調(景気下降)による一時的な雇用不安が発生したこと、また、

短期(日雇)就業における安全教育のあり方などがあげられていた。 

一方で、その後の日本経済は緩やかな回復傾向を持続し、現在では人材不足が経済問題・

社会問題となっており、海外からの人材受入れを検討・実施するなどの逼迫状況にあって、規制が

検討された当時とは全く異なる環境にある。 

こうした労働市場の状況は、少子高齢化・人口減を背景に更に逼迫していくことが必至であり、

働き方改革の実現とともに、一人でも多くの人材が労働市場に参加可能な需給調整機能が求め

られている。 

 

短期(日雇)就業に関する需給調整機能については、女性の就業促進、兼業・副業の推進、

地方の人材不足など多方面から活用意向があると考えられるとともに、人材派遣サービスにおいて

は、就業開始から終了までにおよぶ求職者・求人者のエージェントとしての機能が期待されている。 

 

具体的には、改正派遣法の施行状況調査の結果を勘案しつつ、短期(日雇)就労が常態化す

る可能性が低い業務、安全衛生上の問題が発生する可能性が低い業務については、例外業務

として追加を検討すべきと考える。特に需給バランスが逼迫している業務領域については、早急な

検討が望まれる。 

同様に収入制限などの個人属性に関する規制のあり方についても、改正派遣法の施行状況調

査の結果などを勘案しつつ、適切な規制のあり方を検討すべきと考える。また、生計の主な収入が

短期(日雇)就労に過度に依存していない場合なども、例外属性として検討することが望まれる。 

 

 

 

 



 

 

(2) 雇用安定措置の運用実態及び課題について 

 

□ 基本的見解 

派遣社員の安定就業やキャリア形成を支援することは、派遣先企業・派遣元企業の双方にと

って、優秀な人材を確保する上でも重要な関心事であり、派遣社員個々の志向に応じた支援に

取り組むことが必要と考えている。このような観点から、雇用安定措置については適正に運用がな

されているものと認識している。 

 

 

 

 

(3) 派遣期間制限の運用実態及び課題について 

 

□ 基本的見解 

派遣期間制限については、派遣社員・派遣先企業・派遣元企業にとって、現況を確認し次の

ステップやキャリア形成を検討する機会として一定程度の有効性があると考えている。 

一方で、派遣社員の中には、有期雇用派遣社員のまま同一就業先での継続就業を希望する

など3年を上限に契約継続できないことに納得しない者もおり、改正派遣法の施行状況調査の結

果を勘案しつつ、必要に応じて制度のあり方を検討すべきと考える。 

 

 

 

 

 (4) 教育訓練・キャリアコンサルティングの運用実態及び課題について 

 

□ 基本的見解 

派遣社員の教育研修およびキャリアコンサルティングについては、適正に運用がされているものと

認識しており、今後も継続して取り組むべきものと考えている。 

 

 

 

 

 



 

 

(5) その他の検討事項に対する御意見について 

 

・グループ企業内派遣の８割規制 

 

□ 基本的見解 

従来と比較して、ここ数年、企業の業務提携や事業売買、M&A などの資本政策は活発化し

ており、この傾向は今後も続くと考えられる。結果として、派遣元企業が所属するグループの範囲や

連結決算の対象範囲も瞬間的に変わることが少なくない。 

一方でグループ内の一事業会社である派遣元企業にとっては、予め、親会社あるいはグループ

会社による業務提携や事業売買、M&A などの資本政策に関する情報を得ることは無く、予見す

ることは不可能に近い。 

こうした状況において「グループ企業内派遣の 8 割規制」を常時維持することは難しく、規制のあ

り方、グループ企業の資本政策の変更による一次的な上限越えに関する指導のあり方ともに検討

が必要と考える。 

 

 

・離職後１年以内の労働者派遣の禁止 

 

□ 基本的見解 

当該本人の意向、離職に至った経緯などを一切考慮せずに「離職後 1 年以内の労働者派遣」

を一律的に禁止することには、就業希望者のニ－ズに反しており、良好な就業機会を阻害してい

ると言わざるを得ない。改正派遣法の施行状況調査の結果を勘案しつつ、必要に応じて制度のあ

り方・例外対応などを検討すべきと考える。 

「離職後 1 年以内の労働者派遣」を一律的に禁止することに至った経緯として、直接雇用の従

業員を解雇し派遣社員として受け入れた事例などがあげられていたが、離職後 1 年以内の労働

者を派遣しようとするケース全てが、こうした直接雇用から派遣への切り替えとは限らない。適正な

需給調整機能のもと、労使双方の合意に基づいた短期就労などの直接雇用も実態として少なく

ない。 

「離職後 1 年以内の労働者派遣の禁止」を原則としつつも、改正派遣法の施行状況調査の

結果を勘案しつつ、当該本人の意向、離職に至った経緯などを考慮した例外対応などの検討が

必要と考えている。 

 

 



 

 

・いわゆるマージン率等の情報提供 

・労働契約申込みみなし 

・許可制 

・初回許可の有効期間 

・特定目的行為の禁止 

・法令違反を繰り返す派遣元の公表 

・派遣先の団体交渉応諾義務 

 

□ 基本的見解 

 

上記の 7 つの事項は、現状においては、現行制度を維持することが妥当あると考えている。 

 

 

 

 

 

(6) その他（明示的に検討事項になっていない事項も含めて、御意見があれば） 

 

なし 

 

 

 

 

以上 










